
　

肺
炎
は
、
日
本
人
の
死
因
第

３
位
で
あ
り
、
肺
炎
で
亡
く
な

る
人
の
う
ち
95
％
以
上
が
65
歳

以
上
の
高
齢
者
で
す
。
肺
炎
で

一
番
多
い
原
因
菌
は
肺
炎
球
菌

で
す
。
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を

接
種
す
る
と
、
肺
炎
の
予
防

や
、
軽
い
症
状
で
済
む
効
果
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

※

対
象
者
や
接
種
期
間
な
ど
、

高
齢
者
肺
炎
球
菌
と
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
で
は
異
な
り
ま
す
の

で
、
詳
細
は
表
１
を
参
照
し
て

下
さ
い
。

接
種
費
用
（
自
己
負
担
）　

表

１
参
照

　

対
象
者
の
う
ち
生
活
保
護
世

帯
の
人
は
、
接
種
費
用
を
全
額

免
除
し
ま
す
。
た
だ
し
、
接
種

前
に
「
無
料
接
種
券
」
を
発
行

し
ま
す
の
で
、
市
民
保
健
セ
ン

タ
ー
ま
た
は
生
活
福
祉
課
で
必

ず
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。    

　

「
無
料
接
種
券
」
が
な
い
場

合
は
、
費
用
を
徴
収
し
ま
す
。

※

市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す

る
人
は
、
全
額
免
除
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
下

さ
い
。

接
種
時
の
持
ち
物　

表
２
参
照

接
種
場
所　

市
内
委
託
医
療
機

関
お
よ
び
門
真
、
寝
屋
川
、
大

東
、
四
條
畷
市
の
各
委
託
医
療

機
関
（
表
４
参
照
）

接
種
に
あ
た
っ
て

　

接
種
後
、
痛
み
や
熱
を
伴
っ

て
腫
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
気
に
な
る
症
状
が
出
た

場
合
は
、
接
種
し
た
医
療
機
関

に
相
談
し
て
下
さ
い
。

　

ま
た
、
ま
れ
に
重
篤
な
症
状

を
引
き
起
こ
す
可
能
性
も
あ
り

ま
す
の
で
、
体
調
の
良
い
日
に

接
種
を
受
け
る
よ
う
に
お
願
い

し
ま
す
。

問
合
先　

市
民
保
健
セ
ン
タ
ー

（
☎
６
９
９
２
・
２
２
１
７
）

　

水
痘
（
み
ず
ぼ
う
そ
う
）

は
、
発
熱
と
皮
し
ん
が
出
現
す

る
感
染
力
の
高
い
急
性
の
感
染

症
で
す
。
子
ど
も
は
軽
症
で
治

癒
す
る
こ
と
も
多
い
で
す
が
、

細
菌
感
染
症
や
肺
炎
、
脳
炎
な

ど
の
重
篤
な
合
併
症
を
引
き
起

こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

水
痘
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た

人
の
90
％
以
上
の
人
が
免
疫
を

獲
得
で
き
、
１
回
の
ワ
ク
チ
ン

接
種
で
大
部
分
を
予
防
で
き
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

※

過
去
に
水
痘
に
か
か
っ
た
こ

と
が
あ
る
人
は
、
予
防
接
種
対

象
外
で
す
。
過
去
に
水
痘
の
予

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

人
は
、
表
３
を
参
照
し
て
下
さ

い
。

実
施
場
所　

市
内
委
託
医
療

機
関
お
よ
び
門
真
、
寝
屋
川
、

大
東
、
四
條
畷
市
の
委
託
医
療

機
関
（
表
４
参
照
）

実
施
費
用　

無
料

持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳

定
期
接
種

対
象　

生
後
12
か
月
（
１
歳
の

誕
生
日
の
前
日
）
〜
36
か
月

（
３
歳
の
誕
生
日
の
前
日
）

接
種
方
法　

３
か
月
以
上
の
間

隔
を
開
け
て
２
回
接
種

※

２
回
目
の
接
種
は
、
生
後
36

か
月
（
３
歳
の
誕
生
日
の
前

日
）
ま
で
に
完
了
し
て
下
さ

い
。
初
回
接
種
後
３
か
月
以
上

の
間
隔
を
お
く
と
、
生
後
36
か

月
（
３
歳
の
誕
生
日
以
降
）
を

超
え
て
し
ま
う
場
合
に
２
回
目

の
接
種
は
行
い
ま
せ
ん
。

実
施
開
始　

10
月
１
日
㈬
〜

経
過
措
置　

経
過
措
置
を
平
成

26
年
度
の
み
実
施
し
ま
す
。

対
象　

生
後
36
か
月
（
３
歳
の

誕
生
日
）
〜
60
か
月
（
５
歳
の

誕
生
日
の
前
日
）

接
種
方
法　

１
回
接
種

※

生
後
60
か
月
（
５
歳
の
誕
生

日
以
降
）
を
過
ぎ
る
と
、
実
施

期
間
内
で
あ
っ
て
も
接
種
で
き

ま
せ
ん
。
現
在
４
歳
で
、
接
種

で
き
る
期
限
が
短
い
人
は
、
特

に
注
意
し
て
下
さ
い
。

実
施
時
期　

10
月
１
日
㈬
〜
平

成
27
年
３
月
31
日
㈫

問
合
先　

市
民
保
健
セ
ン
タ
ー

（
☎
６
９
９
２
・
２
２
１
７
）

10
月
15
日

か
ら

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
開
始

10
月
15
日（
水
）か
ら
平
成
27
年
１
月
31
日（
土
）ま
で

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
開
始

1010
月
１
日（
水
）か
ら
平
成
27
年
３
月
31
日（
火
）ま
で

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
が
新
た
に
開
始

※なお、予約制の医院および一部行っていない医院がありますので、事前に電話での確認をお願いします。
※予防接種については、上記の市内医療機関および門真、寝屋川、大東、四條畷市の委託医療機関でも受けることができます。ただし、それ以外の市町村や委託医療機関以外で接種した場合は、有料になりますので注意して下さい。

表4　平成26年度守口市高齢者肺炎球菌・インフルエンザ、水痘予防接種委託医療機関 平成26年４月１日現在
医　療　機　関　名

(医)まちだクリニック
関谷クリニック
(医)杉島医院
はたの整形外科・内科
木股医院
(医)誠心会　森口医院
(医)辻診療所
(医)裕正会　岩宮整形外科
(医)博心会　坂本整形外科
(医)再生未来　京阪クリニック
竹田クリニック
北原医院
中村医院
石井内科医院
(医)松尾医院
(医)石田医院
(医)橋本クリニック
きよたクリニック
(財)大阪ゆうゆうの里診療所
大野クリニック
田中医院
(医)すがの診療所
けいはん医療生活協同組合　さつき診療所
(医)塩見クリニック
佐藤外科
(医)髙井クリニック
乾がん免疫クリニック
吉岡医院
三明整形外科
(医)中村医院
藤井医院
北川クリニック
よしなかクリニック
(医)恵珠会　みずたに皮膚科
川嶋レディースクリニック
(医)しげた耳鼻咽喉科
(医)山本診療所
加藤クリニック
白井医院
オカダ医院
中筋診療所
高橋クリニック
(社医)弘道会　守口生野記念病院
どいクリニック
(医)浄光会　寺西外科内科
(医)山中クリニック
(医)彩樹　守口けいじん会クリニック
西山外科
秋山医院
松下記念病院
かじうらクリニック

梅園町2‒30(2F)
梅町11‒1
大枝北町10‒3
大枝北町1‒1
大枝北町1‒20
大枝西町15‒8
大久保町1‒34‒6
大久保町2‒26‒10
大久保町3‒34‒8
大久保町3‒34‒8(2F)
大久保町3‒34‒8(2F)
大久保町4‒1‒7
大庭町1‒22‒21
梶町4‒4‒12
春日町3‒4
金下町1‒8‒6
金下町2‒12‒5
河原町10‒15
河原町10‒15
河原町13‒13
菊水通1‒2‒1
菊水通2‒4‒10
菊水通3‒2‒5
金田町1‒21‒41
金田町1‒71‒13
金田町5‒4‒32
金田町6‒14‒17
京阪北本通4‒7
京阪本通1‒3‒2(4F)
京阪本通2‒10‒14
京阪本通2‒15‒4
京阪本通2‒16‒5
京阪本通2‒3‒1
京阪本通2‒3‒5
京阪本通2‒8‒11(2F)
小春町2‒15(2F)
小春町2‒15(3F)
西郷通1‒10‒1
西郷通1‒15‒18
西郷通3‒2‒14
桜町4‒18
桜町6‒8(2F)
佐太中町6‒17‒33
佐太東町1‒22‒11
佐太東町1‒38‒2
佐太東町2‒3‒5
早苗町3‒7
松月町2‒20
松月町4‒34
外島町5‒55
大日町3‒25‒17

6995‒5699
6992‒7778
6991‒2986
6992‒7572
6996‒0833
6991‒0593
6901‒3056
6907‒8853
6900‒7001
6902‒1001
6900‒6262
6902‒3623
6908‒0037
6907‒3712
6997‒5693
6992‒8814
6991‒2555
6992‒5517
6991‒3636
6996‒0333
6992‒7771
6996‒3971
6991‒1101
6901‒7733
6901‒2777
6916‒8000
6902‒5251
6991‒2859
6991‒7271
6991‒1647
6991‒0613
6993‒0366
6991‒6276
6996‒2810
6995‒5525
4250‒1187
6997‒1188
6992‒8606
6991‒3290
6998‒5508
6998‒7899
6995‒7528
6906‒1100
6780‒1580
6905‒8787
6905‒2255
6995‒1000
6994‒7860
6991‒2710
6992‒1231
6901‒2995

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

○
○

○
○
○
○

○
○

○

○

○

○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○

(医)さかいクリニック
吉良整形外科
大槻医院
(医)貴和会　奥田医院
桑名クリニック
(医)創健会　賴内科胃腸科
喜多整形外科
岡井医院
大島医院
(医)愛友会　長尾診療所
博多医院
酒井内科
はかたクリニック
(医)井上医院
(医)博愛会　守口診療所
内田診療所
(医)大江医院
(医)愛泉会　愛泉会病院
(医)佑希会　米田医院
村杉医院
(医)英進会　良本循環器内科
(医)優和会　いぬいクリニック
前田医院
(医)秋田医院
ふさおかこどもクリニック
あずま在宅医療クリニック
さかもと整形
坂口内科
森﨑クリニック
吉岡内科クリニック
(医)慈翔会　沼脳神経外科クリニック
つた耳鼻咽喉科
(医)小野山診療所
菱田医院
村田内科クリニック
(医)袋井医院
(医)慈恩会　森脇クリニック
(医)清水会　鶴見緑地病院
たしろクリニック
(医)水谷クリニック
木下クリニック
(医)西浦会　京阪病院
(医)天野医院
戸田診療所
(医)垣鍔耳鼻咽喉科・アレルギー科
(医)粟井胃腸科内科
きたにし耳鼻咽喉科
さくらクリニック
アイル在宅医療クリニック

大日東町1‒18(3F)
高瀬町3‒9‒11
高瀬町5‒6‒15
高瀬町5‒9‒10
滝井西町1‒5‒5
滝井元町1‒8‒7
滝井元町2‒5‒10
竹町6‒7
竜田通2‒7‒6
寺方錦通3‒1‒12‒105
寺方本通4‒3‒14
寺方元町1‒16‒18
寺方元町1‒16‒18
土居町3‒9
東光町1‒22‒20
東光町1‒28‒11
東光町2‒8‒13
藤田町1‒53‒12
藤田町4‒48‒5
豊秀町2‒13‒3
長池町5‒1
橋波東之町1‒10‒10
馬場町1‒1‒2
東町1‒12‒1
日向町6‒13
紅屋町7‒12
北斗町8‒7
本町1‒6‒13
本町1‒8‒1
本町2‒11(4F)
本町2‒1‒24(1F)
本町2‒2‒11
本町2‒5‒32
南寺方中通1‒5‒1
南寺方中通1‒7‒32
南寺方中通3‒10‒8
南寺方東通3‒1‒14
南寺方南通3‒4‒8
八雲北町2‒26‒2
八雲北町3‒37‒40
八雲中町2‒12‒26
八雲中町3‒13‒17
八雲西町2‒16‒13
八雲東町2‒57‒6
八雲東町2‒82‒22(3F)
淀江町3‒7
淀江町3‒7(2F)
寺方錦通1‒10‒3
寺内町2‒7‒3

6904‒0005
6998‒7600
6991‒3576
6998‒6793
6993‒0785
6991‒6311
6997‒3004
6991‒4119
6991‒2875
6997‒2050
6993‒4041
6992‒7655
6995‒6780
6991‒2931
6992‒1081
6992‒2780
6992‒2800
6904‒1313
6916‒0300
6992‒3376
6991‒1547
6996‒3545
6991‒1334
6903‒3050
6991‒1611
6991‒8010
6996‒8800
6992‒0565
6993‒1085
6995‒6855
6967‒8000
4250‒8787
6991‒0385
6991‒2872
6995‒6600
6995‒2086
6995‒7700
6997‒0101
6997‒5020
6992‒3333
6903‒1072
6908‒2019
6992‒2326
6909‒1318
6780‒1187
6909‒5101
6902‒4133
6994‒8739
6998‒1116

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

○

○
○

○

○
○

○
○予約
○

○

○

○

所　　在　　地 インフルエンザ 水痘肺炎球菌☎ 医　療　機　関　名 所　　在　　地 インフルエンザ 水痘肺炎球菌☎

接種時
の年齢

（定期接種対象）
生後12～36か月

の人

受けたことがない

接種終了

接種終了

（経過措置対象）
生後36～60か月

の人

生後36か月まで
に3か月の間隔を
開けて2回接種

生後12か月
以降に1回
接種した

生後12か月以
降に2回、1回
目と2回目の
接種間隔は3
か月未満で接
種した

（2）満60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能またはヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する（身体障害者手帳1級もしくは
１級相当）の人

（1）接種日当日、満65歳以上の人
（例）昭和24年11月1日生まれの場合
　　　平成26年10月15～30日
　　　　⇒接種不可（満64歳）
　　　平成26年10月31日～平成27年1月31日
　　　　⇒接種可（満65歳）
　　　※満65歳の誕生日の前日以降、
　　　接種可

過去の接種歴を確認し、
水痘の予防接種を最後に
接種した日から3か月以上
開けてから接種する。生
後36か月までに1回接種。

生後12か月以降
に2回、　1回目
と2回目の間隔
は3か月以上開
けて接種した

平成27年3月31日
までに 1 回接種
（ただし、平成27
年3月31日以前に
生後60か月を超え
る場合は、生後60
か月までに接種し
て下さい）

過去の水痘予防接種歴

表1

表3

表2

高齢者肺炎球菌予防接種
平成26年10月1日～平成27年3月31日

高齢者インフルエンザ予防接種

インフルエンザ 高齢者肺炎球菌

平成26年10月15日～平成27年1月31日実施期間

接種
対象者

過去の接種歴
接種回数
今後の接種
接種費用(自己負担額）
無料接種券
実施場所

過去に本ワクチンを接種したことがない人
1回

1回限り（再度接種すると、副反応が高い確率で発症します）
2千円

不問
1回

1年に1回接種可能
1千円

生活保護を受給している上記の対象者は、接種前に市民保健センターまたは生活福祉課で「無料接種券」の発行手続きをして下さい。
守口、門真、寝屋川、大東、四條畷市の各委託医療機関

昭和24年4月2日～昭和25年4月1日生まれ
昭和19年4月2日～昭和20年4月1日生まれ
昭和14年4月2日～昭和15年4月1日生まれ
昭和 9年4月2日～昭和10年4月1日生まれ
昭和 4年4月2日～昭和 5年4月1日生まれ
大正13年4月2日～大正14年4月1日生まれ
大正 8年4月2日～大正 9年4月1日生まれ
大正 3年4月2日～大正 4年4月1日生まれ
大正 3年4月1日以前に生まれた人

表1の接種対象者
(1)に該当する人

接種費用（自己負担額）

1,000円

1,000円

なし

必要書類

表1の接種対象者（2）に該当する
60歳以上65歳未満の人
上記に該当する人のうち
生活保護世帯の人

健康保険証など
（年齢確認のため）
身体障害者手帳の写し

または診断書
上記の書類に加えて
「無料接種券」

接種費用（自己負担額）

2,000円

2,000円

なし

必要書類
健康保険証など
（年齢確認のため）
身体障害者手帳の写し

または診断書
上記の書類に加えて
「無料接種券」
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